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第３章 意向確認に必要な体制の整備 

１. 基準に沿った準備 

（１） 地域移行等意向確認担当者の選任 

令和６年度から努力義務化、令和８年度から義務化される＜地域移行等意向確認担当者の選任等＞

について、国の基準では次のように記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、地域移行等に関する意向確認を進めるための土台として必要な体制整備につい

て、次のステップに沿って説明します。前章の関係機関とも連携しながら体制を整え、入所者の

意向確認を進めていきましょう。 

モニタリングと 
計画の見直し 

意向確認のための 
会議の開催 

事前打合せ・ 
情報の整理 

支援チームの 
組成 

環境整備 
地域移行等意向 
確認担当者の選任 

（地域移行等意向確認担当者の選任等） 

第二十四条の三 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該

指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害

者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この条において

「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、

地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。 

２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメントの際

に地域移行等意向確認等において把握又は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容

を第二十三条第六項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。 

３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第七十七条第三項各号に掲げる

事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サー

ビスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、 
設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十二号） 

 

 

(20) 地域移行等意向確認担当者の選任等(基準第 24 条の３) 

① 地域移行等意向確認等について 

 地域移行等意向確認等については、地域移行等意向確認担当者が中心となって、少なくとも 6 月に 1 回以上

は行うことが望ましい。 

② 地域移行等意向確認担当者について 

 地域移行等意向確認担当者は、利用者の解決すべき課題を把握した上で、施設障害福祉サービス計画の作成

及び提供したサービスの客観的な評価等を行う役割を担うサービス管理責任者、又は地域における相談支援体

制や障害福祉サービス提供体制等について知識を有する者を選任することが望ましい。 

③ 地域移行等意向確認等に関する指針について 

 地域移行等意向確認等に関する指針については、以下の内容を定めることが望ましい。なお、令和 6 年度中に

指針の策定に係るマニュアルを作成予定である。 

ア 地域移行等意向確認等の時期 

イ 地域移行等意向確認担当者の選任方法 

ウ 地域移行等意向確認等の実施方法及び実施体制 

エ 地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援

の内容 

オ 地域の連携機関 

④ 地域移行等意向確認担当者の選任等については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和６年

厚生労働省令第 17 号）附則第２条第２項において、２年間の経過措置を設けており、令和８年３月 31 日までの

間は、努力義務とされている。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の 
人員、設備及び運営に関する基準について 

（平成 19 年１月 26 日障発第 0126001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

「障害者支援施設における支援者の
ための地域移行等の意向確認マニュアル」
令和７年３月より抜粋
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